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１．はじめに                            

（１）計画策定の趣旨                                                       

本市は，マイカー利用を抑制し，公共交通や自転車の利用促進により，交通渋滞や排出ガ 

スの抑制を図るため，平成 19年度に「盛岡市総合交通計画」を策定するとともに，平成 20 

年度に「盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例」 

（以下, 「盛岡市自転車条例」という。）を制定しました。 

この条例では，自転車の安全利用と利用促進について，各機関が担う役割を明らかにし，

本市は，自転車走行空間の整備や自転車駐車場の整備のほか，自転車の安全利用の啓発活動

等を行うこととしています。 

    また, 平成 27 年度には, 国の「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」及び平

成 21年度策定の「自転車走行空間整備計画」を踏まえ，自転車走行空間の整備を推進して

いくための指針として, 安全で快適な自転車走行空間のネットワーク形成を図ることを目

的に「盛岡市自転車ネットワーク計画」を策定しています。 

    しかし, 依然として本市における自動車への依存度は高く, 移動手段としての自転車利

用にとどまらず, 観光, 健康づくり等, 多様な視点から自転車の利用を推進し, 定着させ

ていく必要があります。  

このような中, 国においては, 自転車の活用による環境負荷の低減, 災害時における交

通機能の維持, 国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に対応するため, 交通の安全

の確保を図りつつ自転車の利用を増進し, 交通における自動車への依存の程度を低減する

ことによって, 公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする自転車活用推進法が平

成 29年に施行されており, 市町村は国や県の計画を踏まえながら, 区域の実情に応じた

自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を策定するよう努めることとされていま

す。 

よって, 本計画は, 自転車の活用を推進するため, 「自転車が誰でも安全で快適に利用

できる交通手段としてくらしに定着すること」を目指すとともに, 盛岡市における自転車

政策の方向性及び国・県の自転車活用推進計画の基本的な考え方を踏まえた施策を定め, 

実施していくために策定するものです。 
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２．計画の基本事項                        

（１）計画の位置づけ                            

盛岡市ではこれまで, 上位計画である「盛岡市総合交通計画」に基づき, 平成 19 年度に

「自転車の安全と利用促進に関する計画」（以下, 「安全と利用促進計画」という。）を策定

するとともに, 平成 20年度に盛岡市自転車条例を施行しています。 

また, 平成 21 年度には, 盛岡市総合交通計画の方針を踏まえて具体的な交通施策を立案

した「もりおか交通戦略」, 平成 27 年度には自転車走行空間の整備を推進していくための

指針を示した「盛岡市自転車ネットワーク計画」を策定しています。 

 本計画は, 国・県の自転車活用推進計画を勘案し, 「安全と利用促進計画（盛岡市自転車

条例）」の方向性を踏襲するとともに, 市関連計画と連携した計画として位置付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

盛岡市自転車活用推進計画の位置づけ 
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（２）盛岡市自転車条例と自転車活用推進法の関係性             

盛岡市自転車条例は, 「安全と利用促進計画」の内容を盛り込んだ条例であり,これまで

盛岡市では, この計画及び条例に基づき, 自転車の利用促進に取り組んできました。 

なお, 平成 29 年度に自転車活用推進法が施行となった際には, 同法律の内容が盛岡市自

転車条例に概ね含まれており, 両者は整合が取れていることから, 条例を改正しないこと

としています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車活用推進法（平成29年度施行） 盛岡市自転車条例（平成20年度施行）

（目的）
第一条 　この法律は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低
減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であるこ
とに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転
車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置
することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

（目的）
第１条　この条例は，市民，関係機関及び市が一体となって，自転車の安全利用
及び利用促進に取り組むことにより，自転車の利便性を向上させ，並びに自転車
等の放置を防止することにより，公共の場所としての機能を確保し，及び街の美
観を維持し，もって環境への負荷の低減に資するとともに，市民の安全で快適な
生活環境を創出することを目的とする。

（地方公共団体の責務）
第四条 　地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国
との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を
策定し、及び実施する責務を有する。
２ 　地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民
の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

（市長の責務）
第３条　市長は，関係機関，市民団体その他自転車の安全利用又は利用を促進す
る団体との協働の下に，次に掲げる自転車の安全利用及び利用促進に関する施策
並びに自転車等の放置防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
(１)　道路の新設，拡幅又は改良の事業を施行する際には，十分な自転車の走行
路を確保すること。
(２)　公共の場所における自転車等駐車場を確保すること。
(３)　国及び県に対して，自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置
防止を推進する施策への協力を要請すること。
(４)　前３号に掲げるもののほか，自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車
等の放置防止に資する施策を実施すること。

（事業者の責務）
第五条 　公共交通に関する事業その他の事業を行う者は、自転車と公共交通機関
との連携の促進等に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する自転車の活
用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（事業主の責務）
第７条　事業主は，従業員に対し，自転車の定期的な点検及び整備，自転車保険
への加入，自転車の安全利用並びに不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用
に関する啓発に努めなければならない。
（自転車の小売を業とする者の責務）
第８条　自転車の小売を業とする者は，自転車の販売又は修理に当たっては，自
転車の利用者又は所有者に対し，当該自転車の防犯登録の勧奨並びに自転車の定
期的な点検及び整備，自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに自転車の適
切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めるとともに，市長が実施する施策に協力
しなければならない。
（鉄道事業者等の責務）
第５条　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第７条第１項に規定する鉄道事業者
及び道路運送法（昭和26年法律第183号）第12条第２項に規定する一般乗合旅客自
動車運送事業者は，市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは，その用地
を提供する等市長が実施する施策に協力しなければならない。

（国民の責務）
第六条 　国民は、基本理念についての理解を深め、国又は地方公共団体が実施す
る自転車の活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（自転車等の利用者等の責務）
第４条　自転車の利用者及び所有者は，自転車の定期的な点検及び整備並びにそ
の利用する自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は
共済（以下「自転車保険」という。）への加入に努め，市長が実施する施策に協
力しなければならない。
２　自転車の利用者は，歩行者への安全に配慮して自転車を利用しなければなら
ない。
３　自転車の利用者が児童，生徒，学生又は幼児である場合においては，その保
護者は，当該児童，生徒，学生又は幼児が自転車を安全に利用するように指導を
行わなければならない。
４　自転車の利用者及び所有者は，不要になった自転車の適切な廃棄又は再利用
に努めなければならない。
５　自転車等の利用者及び所有者は，自転車等の放置防止に努めなければならな
い。
６　自転車等の利用者及び所有者は，確実に施錠するなど自転車等の盗難防止に
努めなければならない。
７　自転車等の利用者は，冬期間及び雨天時においては，特にその安全な利用に
配慮するものとし，必要に応じ，公共交通機関を利用するよう努めなければなら
ない。

（関係者の連携及び協力）
第七条 　国、地方公共団体、公共交通に関する事業その他の事業を行う者、住民
その他の関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力する
よう努めるものとする。

（施設の設置者の責務）
第６条　官公署，図書館その他の公益的施設の設置者及び百貨店，事務所，スー
パーマーケット，銀行，遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる
施設の設置者は，当該施設の利用者，職員及び従業員のため，必要な自転車等駐
車場を当該施設若しくは敷地内又はその周辺の最適な場所に設置し，及び駐車し
ている自転車等を適切に管理するように努めるとともに，市長が実施する施策に
協力しなければならない。
２　官公署，図書館その他の公益的施設の設置者は，職員に対し，自転車の定期
的な点検及び整備，自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに不要になった
自転車の適切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めなければならない。
（学校の設置者の責務）
第９条　学校の設置者は，自転車の安全利用及び自転車等の放置防止のため，次
に掲げる事項の実施に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければな
らない。
(１)　自転車等駐車場の当該施設又はその周辺への設置及び駐車している自転車
等の適切な管理
(２)　自転車の定期的な点検及び整備に関する啓発
(３)　自転車保険への加入及び自転車の安全利用に関する啓発
(４)　不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用

自転車活用推進法と盛岡市自転車条例の対比表（抜粋） 
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（３）計画期間                                                 

本計画の計画期間は, 国, 県の自転車活用推進計画及び盛岡市自転車ネットワーク 

計画との整合を図り, 令和３～７年度の５年間とします。また, 計画の最終年度には, 

評価指標や施策の進捗状況及び国・県計画の動向を踏まえたうえで, 次期計画の検討を 

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

※次期社会資本整備計画の計画期間に合わせるものと推定 

     自転車活用推進計画の計画期間 

 

 

（４）計画区域                                                

本計画の計画区域は盛岡市全域とします。 

 

 

（５）計画の検討体制                                              

 本計画の策定にあたっては, 地方公共団体, 道路管理者, 警察, 有識者, 関係団体 

で構成される「自転車走行空間検討会」において.計画内容の検討・協議を行っていま 

す。 

 

 

 

  

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

国自転車活用推進計画

岩手県自転車活用推進計画

盛岡市自転車活用推進計画

盛岡市自転車ネットワーク計画 策定

現行計画 次期計画※

計画期間（予定）

計画期間（予定）

第１段階（早期）整備期間
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（６）上位計画及び関連計画                         

① 上位計画 

市総合計画及び市総合交通計画（平成 19 年度） 

   盛岡市では，増加する自動車交通や人口減少，少子高齢化，国を始めとした行財政構

造改革などの社会経済情勢の変化や，公共交通機関や自転車の利用促進などによる運

輸・交通分野での二酸化炭素排出量の低減といった責務を踏まえ，平成 19年度策定の

盛岡市総合交通計画において『マイカー利用を抑制しつつ公共交通機関・自転車の利用

促進を図る』という大きな方針を打ち出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本計画では，時間帯・季節別による４つ（平日朝夕・平日日中・休日日中・冬季）の

盛岡の交通の将来像を示しており，各交通の具体的な取り組み内容を示しています。 

   自転車に関する主な方針は，下記のとおり。また，大通り，菜園地区においては，車

を気にしないで安心・快適に歩行者と自転車が移動できる空間を確保するため，歩行

者・自転車を優先するエリアを設定しています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

●平日朝夕の通勤通学による渋滞を緩和するため，自動車は我慢，自転車や公共交通を

優先 

●冬季の自転車利用については，公共交通への転換を進める。 

●既存の道路において，道路空間を再配分し，自転車の走行空間を確保する。 

歩行者自転車優先エリア 
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② 関連計画 

 ア 盛岡市自転車の安全と利用促進に関する計画（平成 19 年度） 

本計画では，交通手段としての自転車の位置付けを明確にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の位置付け 

●盛岡市民が誰でも気軽に利用できる交通手段 

 

施策の基本的考え方 

●誰もが気軽に利用しやすい環境を整える。 

●自転車を利用する人に，車両を運転しているという自覚を持ってもらう。 
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イ 盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例（平

成 19年度） 

本条例では，安全な自転車利用促進を図るために行政，事業者等及び自転車利用

者の努力義務としての責務を位置付けています。（条文は巻末の参考資料を参照） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車条例抜粋 

各機関の果たすべき役割 
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 ウ 自転車走行空間整備計画（平成 21 年度） 

自転車利用を促進するため，安全で快適な自転車走行空間のネットワーク形成 

を図り，市中心部における自転車走行空間の整備計画を立案することを目的とし

て，自転車走行空間整備計画を策定しています。 

この計画では，主要な方向の路線をモデル路線（下記①～③）とし，自転車走行

空間の整備手法を検討しています。 

 

①上田線 盛岡三高から市中心部まで（L=3.2km） 

②仙北線 南仙北三丁目から市中心部まで（L=2.3km） 

③中央通 梨木町から盛岡市役所（L=0.9km） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備手法検討対象路線 

※この図面は平成 21 年度 

当時のものです。 
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 エ 盛岡市自転車ネットワーク計画（平成 27年度） 

  前頁の整備計画等を踏まえ, 自転車走行空間の整備を推進して行くための指針として，

安全で快適な自転車ネットワークの形成を図ることを目的として策定しています。 

  本計画では, 効果的，効率的にネットワーク形成が図られるよう，以下のとおり選定基

準を設け, ネットワーク路線を選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク路線選定基準 

● 通勤通学時間帯における自転車利用者が多い100台/時間以上が見込まれる

路線 

● 通勤通学時の自転車需要が多い路線 

● 自転車関連の事故が多く，自転車走行空間整備により安全性を向上させる

必要がある路線 

● 上位計画又は関連計画において，自転車走行空間を確保することが位置付

けられている路線 

● 既に自転車の走行空間（自転車道，自転車専用通行帯，自転車専用道路等）

が整備されている路線 

● 自転車ネットワークの連続性を確保するために必要な路線 
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また, 自転車の安全性，快適性の向上の観点から，路線毎に交通状況や道路状況を

踏まえ，自転車道，自転車専用通行帯（自転車通行帯），車道混在等の自転車走行空

間の整備形態を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な整備形態 

資料 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 

〇自転車通行帯及び車道混在の整備形態は，矢羽による路肩のカラー化を基本と

します。 

〇自転車走行空間は，既存の道路敷き内で確保します。そのため，道路敷き内で

整備できるよう暫定的な整備手法も検討しています。 
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自転車走行空間の整備にあたっては，効果的，効率的なネットワーク形成が図られ

るよう３つの段階『早期（10年），中期（20年），長期（30年）』に分けて，段階的に

ネットワークの拡大拡充を図ることにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※点線表示は，４車線道路で引き続き整備形態を検討する必要がある路線を示す。 

市内中心部からネット

ワーク形成の拡大拡充

を図ります。 
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（７）自転車の特性                                             

① 手軽な交通手段 

  自転車は交通渋滞や入出庫による時間のロスが少ない交通手段であり, 5km 圏内に

おいては鉄道・バス・自動車よりも早く目的地に到着することができるという観測結

果があります。実際, 全国都市交通特性調査の結果では,比較的短距離の移動におい

て自転車の利用割合が高くなっています。また, 自動車の代替交通手段として最も利

用率が高いのが自転車という調査結果もあります。これらのことから, 自転車は手軽

な交通手段であり, 自転車利用の促進によって, 交通渋滞の緩和につながるといえま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会資料」を基に作成 

移動距離別の所要時間（交通手段別） 

移動距離帯別の交通手段別利用割合 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省） 

 

徒歩 バス 自転車 

自動車 

鉄道 
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自動車の代替手段としての交通手段 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省） 
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② 環境に優しい交通手段 

    近年, 温室効果ガス排出による地球温暖化が問題視されており, 日本の二酸化炭素

排出量の約２割を運輸部門が占めています。 

    自転車は二酸化炭素を排出せず, 日々の自転車利用が地球温暖化対策につながるた

め, 環境に優しい交通手段であるといえます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2018 年度の温室効果ガス排出量（確報値）について」（国立環境研究所）を基に作成 

二酸化炭素排出量の内訳 

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（旅客） 

「運輸部門における二酸化炭素排出量(2018 年度)」（国土交通省 HP）を基に作成 

(g-CO2/人 km) 
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③ 健康的な交通手段 

    自転車は, 日常的な利用が健康増進につながる交通手段であり, 人それぞれの利用

方法に応じて, 無理のない範囲で健康づくりを行うことができます。平成 20 年に盛

岡市職員を対象として自転車通勤や栄養指導を実施した健康増進に関する社会実験で

は,被検者７名いずれも, 実験前と比較して数値の良化が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康づくりのための身体活動基準 2013」（厚生労働省）を基に作成 

体重 60kg の人が 100kcal のエネルギーを消費するのにかかる時間 

 社会実験前と実験後の比較（盛岡市資料） 

 

：実験前  ：実験後  

高血圧：90mmHg 以上 

 

高血圧：140mmHg 以上 
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④ 観光推進に資する交通手段 

    自転車は手軽に利用することができるという特性を持っており,「まちに近い」交

通手段です。小回りの利く自転車であれば, 細い路地なども楽に通ることができるた

め, 他の交通手段で移動している際には気付かないまちの様子に触れることができ, 

気になるところがあれば, 気軽に自転車から降りて観光することもできます。 

    盛岡市は, 豊かな自然や歴史的な建造物等数多くの観光資源を有しており, 自転車

利用を通じてこれらに触れることで, 地域の活性化や観光促進につながると考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○盛岡市の観光スポット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

岩手銀行赤レンガ館 出典：盛岡市資料 

中津川 出典：盛岡市資料 

石割桜 出典：盛岡市資料 

サイクリングの特徴 （出典：一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン） 

御所湖 出典：観光協会ホームページ 
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（８）自転車の通行ルール                                            

① 自転車は車道通行が原則 

     

自転車は道路交通法上車両に分類されており、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路で

は、車道を通行しなければいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例外的に歩道を通行できる場合 

自転車は、車道通行が原則ですが、以下に示す場合に限り, 例外的に歩道を通行

することができます。 

 

○道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされている場

合。 

○自転車の運転者が、13歳未満もしくは 70歳以上, または身体に障害を負ってい

る場合。 

○車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転 

車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。 

 

 

  

道路交通法上の自転車の分類 
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② 歩道と車道の区分がある道路での通行方法（車道を通行する場合） 

 

自転車は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければいけま

せん。この際、自転車は、車道の左側端に寄って通行しなければいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 歩道と車道の区分がある道路での通行方法（歩道を通行する場合） 

 

○歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行により通行しなければ

なりません。更に歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりま

せん。 

〇歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩

行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。※ 

※下線部は道路交通法に規定された通行ルールではなく, マナーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車道での自転車通行位置, 方法 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省） 

車道での自転車通行位置, 方法 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省） 
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④ 路側帯と車道の区分がある道路での通行方法 

 

○自転車は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければいけ

ません。この際、自転車は、車道の左側端に寄って通行しなければいけません。 

○「自転車除く」の補助標識がない一方通行の規制のかかった道路の場合、他の車両

と同様、自転車も逆方向に通行することはできません。 

○路側帯のある道路では、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、道路の左側部

分に設けられた路側帯（歩行者用路側帯を除く。）を通行できます。なお、路側帯内

を通行する場合、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければいけま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路側帯での自転車通行位置, 方法 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（国土交通省） 
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３．盛岡市の現状及び課題                    

（１）自転車利用状況                                                      

① 通勤・通学者の自転車保有状況 

平成 18 年の調査結果では, 通勤者のうち，自分専用の自転車があると答えた人の割

合は約 47.9％，家族共用の自転車があると答えた人の割合をあわせると約 74.6％とな

っています。また，通学者を見ると特に高校生においては，自分専用の自転車があると

答えた人の割合は約 91.6％，家族共用の自転車があると答えた人の割合をあわせると

約 94.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また, 平成 30年度に実施した, 盛岡市の中心部に通勤している方を対象としたアン

ケート調査では, 自分専用の自転車があると回答した人が 65％, 家族共有の自転車が

あると回答した人が 27％, 自転車を持っていないと回答した人が８％という結果が得

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市の中心部に通勤している人の自転車保有状況（平成 30 年度） 

出典：公共交通軸の充実・強化戦略に係るアンケート調査 

出典：平成 18年盛岡市交通行動調査 

通勤者自転車所有状況 

 

通学者自転車所有状況 

 
：個人所有 ：家族共有 ：所有なし 
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② 盛岡市内の防犯登録台数 

   盛岡市における防犯登録台数は以下のとおりで, 近年は１万３千台程度で推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防犯登録台数の推移 

出典：岩手県警察本部提供データを基に作成 
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③ 目的別代表交通手段分担率 

平成 27 年度に実施された全国都市交通特性調査の結果によると, 盛岡市（平日）に

おける目的別代表交通手段分担率の推移は,通学目的では徒歩に次いで約 30％で推移

しています。ただし, 全体としては自動車分担率が依然として高く, 特に通勤・業務

目的においては自動車の占める割合が非常に高くなっているほか, 近年は私事目的で

の自動車分担率が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

帰宅 

自転車通学 

凡 例 

：鉄道 

：バス 

：自動車 

：自動二輪車 

：自転車 

：徒歩・その他 

通学 

業務 私事 

目的別代表交通手段分担率の推移(平日) 

出典：「全国都市交通特性調査（国土交通省）」を基に作成 

通勤 

自動車通勤 
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平成 27 年度目的別代表交通手段分担率（平日） 

 

：鉄道 ：バス ：自動車 

：鉄道 

：自動二輪車 

：バス 

：自転車 

：自動車 

：徒歩・その他 

出典：「平成 27 年全国都市交通特性調査（国土交通省）」を基に作成 

：自動二輪車 ：自転車 ：徒歩・その他 

出典：「平成 27 年全国都市交通特性調査（国土交通省）」を基に作成 

平成 27 年度目的別代表交通手段分担率（休日） 
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   また, 同調査における盛岡市の平日の自転車分担率は, 調査対象の 70 都市のうち,

第 14 位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお, 盛岡市・岩手県では, 

職員の自転車利用を促進して 

いくため, 業務中の移動利用 

できる公用自転車を各庁舎内 

に配備しています。 

 

 

 

 

  

自転車交通分担率（％）（平日） 

 出典：「平成 27 年全国都市交通特性調査（国土交通省）」を基に作成 

盛岡市庁舎配備の公用自転車 
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参考Ⅰ：盛岡市における二酸化炭素排出量                      

2014年の盛岡市内の温室効果ガス排出量は, 1990年度比で約36％増加しており, 運

輸部門の排出量も増加しています。また,盛岡市における運輸部門の排出量の比率

（2013 年度）は全国平均に比べて大きく, 自動車から自転車への転換を図ることで排

出量の削減につながると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市における部門別二酸化炭素排出量の推移 

出典：「盛岡市地温暖化対策実行計画（区域施策編）」を基に作成 

1,596 

2,164 

全国と盛岡市における二酸化炭素排出量の部門別割合（2013 年度） 

出典：「盛岡市地温暖化対策実行計画（区域施策編）」を基に作成 

全国 盛岡市 
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※各部門の定義 

 

・エネルギー転換部門 

  発電所や石油製品製造業等における自家消費分及び送配電ロス等に伴う排出。 

 

・産業部門 

製造業（工場）、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費に伴う排出。  

 

・民生部門 

民生家庭部門：家庭における電気、ガス、石油系燃料等、燃料の燃焼（消費）に伴っ

て排出される温室効果ガス。 

民生業務部門：給湯、厨房、暖房、冷房、動力、照明に必要な電気、ガス、石油燃 

料等、燃料の燃焼（消費）に伴って排出される温室効果ガス。 

 

 ・運輸部門 

自動車、船舶、航空機、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出。 

自動車は、自家用のものも含む。 

  

・工業プロセス部門 

   セメント製造工程における石灰石の焼成による排出等、工業材料の化学変化に伴う

排出。 

 

・廃棄物部門 

廃棄物焼却場における化石燃料由来のプラスチック、廃油の焼却等に伴う排出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：環境省ホームページ 
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参考Ⅱ：混雑度                                  

    

盛岡市内の道路における混雑度の平均値は徐々に減少していますが, 道路交通セン 

サスの全国平均と比較すると高くなっており, 自転車の活用の推進により自動車から

自転車への転換が図られることで渋滞緩和につながると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※混雑度の定義 

 混雑度‥「自動車通行可能な最大量」に対する「実際の通行量」の比の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「道路の交通容量」（日本道路協会）を基に作成 

 

混雑度の推移 

出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査（国土交通省）」,  

「断面交通量情報（日本道路交通情報センター）」を基に作成 

：盛岡 ：全国平均 

混雑度

1.0未満

1.0～1.25

1.25～1.75

1.75以上

交通情況の推定

渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんど

ない。

何時間も混雑するという可能性は非常に

小さい。

ピーク時のみの混雑から日中の連続的混

雑への過度状態と考えられる。

慢性的混雑状態を呈する。
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通勤目的自転車流動 

④ 自転車の流動方向 

 

 通勤時における自転車利用の 

流動をみると，各居住地と中心 

市街地との流動が多くなってい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通学時における自転車利用の 

流動をみると，黒石野・上田間 

においては流動が多く見られま 

すが，その他の区間においては， 

多方面に分散しており，主だっ 

た流動は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通学目的自転車流動 

出典：平成 18 年盛岡市街路交通調査 
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⑤ 時間帯別目的別自転車利用状況 

      

時間帯別目的別自転車利用状況をみると，7時から 9時までの時間帯が，一番数が

多くなっており，その目的は通勤通学がほとんどを占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 18 年盛岡市街路交通調査 

時間帯別目的別自転車利用数 
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⑥ 鉄道駅別通勤通学端末交通手段 

   通勤通学目的における鉄道駅降車後の交通手段をみると，通学においては自転車を

利用している人が多くなっていますが, 通勤については通学ほど利用されていませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：平成 18年盛岡市街路交通調査 

鉄道駅別通勤端末交通手段構成比 

鉄道駅別通学端末交通手段構成比 

（トリップ/日） 
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⑦ 駅駐輪場利用者数 

盛岡市内の駅駐輪場利用者数の推移をみると, 岩手飯岡駅の利用者が最も多く, 次

いで仙北町駅が多くなっています。また, 利用者数の合計は平成 19年をピークに減少

傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡駅周辺駐輪場についてみると, 東口駐輪場の利用者数に大きな変化はみられ

ませんが,西口駐輪場では, 有料化（平成 22年）に伴う利用者数の減少がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 盛岡駅周辺自転車駐輪場利用者数（年間） 

 各駅駐輪場利用者数（年間） 

（台） 
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⑧ 中心市街地における歩行者・自転車通行量 

     中心市街地における歩行者自転車通行量は年々減少傾向にあり, 平成 29年度には前

年調査を約 4,000 人下回る結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中心市街地とは 

 行政機能，経済機能，観光機能など多くの面におい

て地域を牽引する役目を担うとともに，「まちの顔」

として都市の特色ある個性を内外に情報発信する役

目を担う地域であり，市民が「都心」や｢中心市街地｣

という言葉で容易にイメージできることを重視した

区域。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心市街地の歩行者・自転車通行量（13 地点） 

出典：中心市街地活性化つながるまちづくりプラン 

 中心市街地の区域図 

出典：中心市街地活性化つながるまちづくりプラン 
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参考Ⅲ：年間観光客入込数                                  

近年の盛岡市における観光客入込数（延べ人数）は, おおよそ 400 万人程度で推移して

います。観光客の方々が盛岡市を訪れた際にも気軽に自転車を利用できる移動環境を整備

することで,市内の町の様子に触れる機会が増え,観光客数の増加につなげることができる

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年間観光客入込数の推移 

出典：「盛岡市統計書（平成 30年度版）」を基に作成 
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（２）自転車利用環境                          

① 自転車走行空間の整備状況 

平成 27 年度策定の「盛岡市自転車ネットワーク計画」において, 今後 10 年間で自転

車走行空間を優先的に整備していく第一段階整備箇所 18.9 ㎞のうち,約 25％にあたる

4.8km（令和元年度末）が整備済であり, 今後も整備を進めていく必要があります。 

また, 整備箇所の歩道に「自転車通行可」の規制がかけられている区間があり, 走行

空間の整備に合わせて, 規制の在り方について検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自転車走行空間整備状況（令和元年度末） 

整備区間の規制標識 

（盛岡市高松） 
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② 駐輪の満足度 

   中心市街地における駐輪の満足度は, 「満足」または「やや満足」と答えた人が 41％, 

「不満」または「やや不満」と答えた人の割合は 47％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考Ⅳ：盛岡駅周辺の駐輪場                              

（１）盛岡市営盛岡駅前自転車駐車場 

〇利用料金：100 円（24 時間につき１回）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地における駐輪の満足度（平成 30年度） 

出典：「歩いて楽しむ中心市街地形成戦略に係るアンケート調査」を基に作成 

※「わからない」を除いて集計 

駐車券の種類 一般 生徒

１ヵ月定期 2,000円 1,500円

２ヵ月定期 3,800円 2,800円

３ヵ月定期 5,700円 4,200円

回数券 1,000円 1,000円

盛岡駅前自転車駐輪場 駐輪場位置図 

（国土地理院地図を編集して作成） 

盛岡駅 

盛岡駅前駐輪場 

〇受付時間：(6:00～21:00) 

12/30 は 17:00 閉場、 

12/31～1/3 は休業 

 

〇収容台数：742 台 

 
※最初の 2時間以内の利用は無料 

41％ 47％ 

※中心市街地の歩行者を対象

としてアンケートを実施 
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（２）盛岡市営盛岡駅西口自転車等駐車場 

〇利用料金 

・自転車 100 円（24 時間につき 1回） 

・バイク 150 円（24 時間につき 1回） 

 

〇受付時間：24 時間営業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回数券はいずれの駐輪場も 11 回分です。 

 

 

  

盛岡駅西口自転車等駐輪場 
駐輪場位置図 

（国土地理院地図を編集して作成） 

盛岡駅 
西口駐輪場 

〇収容台数 

自転車（マリオス側）：549 台 

  原付自転車（アイーナ側）：100 台 

  自動二輪車（アイーナ側）：36 台 

 

自転車利用料金（自転車） 

駐車券の種類

１ヵ月定期

２ヵ月定期

３ヵ月定期

回数券

一般・学生

3,000円

5,700円

8,600円

1,500円

自転車利用料金（バイク） 
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③ 自転車の利用快適度 

 盛岡市まちづくりアンケートにおいて, 自転車で快適に移動できると答えた人 

の割合は, 平成 27年度から増加傾向にあり, 令和元年度で 35.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ レンタサイクル（シェアサイクル）の認知度 

   盛岡市の中心部に通勤している方を対象としたアンケート調査（平成 30年度）では, 

レンタサイクル（シェアサイクル）の貸出場所を知らない, または事業内容を知らない

と回答した人の合計は約 60％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：「盛岡市まちづくり評価アンケート」を基に作成 

出典：「公共交通軸の充実・強化戦略に係るアンケート調査」を基に作成 

 自転車で快適に移動できると思う人の割合 

(％) 

盛岡市の中心部に通勤している人の 

レンタサイクル（シェアサイクル）認知度 

約 60％ 
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（３）自転車関連の交通事故の状況                          

① 自転車が関連する交通事故件数 

盛岡市内で平成 21 年～令和元年の午前 7～9 時に発生した自転車関連事故発生件数

は減少傾向にあります。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7～9時の自転車関連事故発生件数の推移（H21～R1） 

出典：岩手県警察本部提供データを基に作成 
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② 盛岡市の自転車事故の内容 

盛岡市内で平成 21 年～令和元年の午前 7～9 時に発生した自転車事故発生状況を集

計すると下記のとおりとなります。(岩手県警察より聞き取り調査を実施) 

事故相手の 90%以上を自動車が占めており, 事故類型は出会い頭が全体の約 60%を占

めています。また, 事故が発生した道路形状については約 65%が交差点となっておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7～9時の自転車関連事故発生件数の内容（H21～R1） 

出典：岩手県警察本部交通部提供データを基に作成 

全件数：420 件 

90％以上 

約60％ 

約 65％ 
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事故直前の自転車走行状況（平成 21～25 年）をみると，車道左側通行の基本ルール

を守って走行していた人が 30％弱，基本ルールを守っていない人が 60％強となって

います。また，基本ルールを守っていない自転車の事故状況をみると，基本ルールを

守っていた自転車と比べ，路外施設進入進出時の事故が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自転車事故の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：岩手県警察本部交通部提供データを基に作成 

（車道順走） 

（歩道走行, 車道逆走） 

出典：自転車利用に関するアンケート（岩手河川国道事務所, 盛岡市） 
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（４）自転車の利用マナー                        

① 自転車の走行状況 

 自転車走行空間の整備済路線において自転車の走行状況を調査した結果, 年を重ね

るごとに正しい走行方法である車道順走の割合が増加し, 歩道走行や逆走の割合は減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中心市街地における自転車の走行マナーの満足度 

   中心市街地における自転車の走行マナーについてアンケート調査を実施したところ, 

「満足」または「やや満足」と答えた人が 40％, 「不満」または「やや不満」と答えた

人が 46％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の走行状況（平成 27 年～29年） 

中心市街地における自転車の走行マナーの満足度（平成 30年度） 

出典：「歩いて楽しむ中心市街地形成戦略に係るアンケート調査」を基に作成 

※「わからない」を除いて集

(台) 

74％ 

79％ 

82％ 

11％ 10％ 5％ 

6％ 10％ 5％ 

5％ 9％ 4％ 

40％ 

46％ 

※中心市街地の歩行者を対象

としてアンケートを実施 
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③ 放置自転車の状況 

歩道上等に駐輪している放置自転車の状況は減少傾向であり, 令和２年度はピーク

時の２割程度まで減少しています。また，地域別にみると, 大通地区が多い傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

④ 徒歩で快適に移動できると思う人の割合 

    市民の生活実感や市政に対する満足度などを把握する街づくりアンケートのうち,

徒歩で快適に移動できると思う人の割合は, 過去 10 年間で８％程度上昇しています。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  放置自転車の状況（休日） 

徒歩で快適に移動できると思う人の割合 

           
出典：「盛岡市まちづくり評価アンケート」を基に作成 

（台） 

（％） 
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（５）これまでの自転車関連の取り組み                                 

① 自転車の利用環境整備に関する取り組み 

ア 自転車通行環境整備モデル地区（盛岡駅西口地区） 

平成 19 年度に国土交通省と警察庁が合同で募集した，今後の自転車通行環境整備

のモデルとなる地区に，盛岡駅西口地区が選ばれ，道路状況に応じた自転車走行空間

の整備や交通指導強化を行いました。 

 

実施主体：岩手河川国道事務所，岩手県，岩手県警察署及び盛岡市 
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イ 自転車利用促進社会実験 

盛岡市では，自転車走行空間の整備手法の検討や整備効果を把握するために，平

成 20年度に社会実験を実施しています。 

市の中心部において，既設道路の路肩部分をカラー化し，自転車が走行する場所

の視認性を高めることにより，自転車及びその他の交通の安全性の向上効果を検討

しました。 

 

実験の視点 

車道における自転車の走行環境の改善により，車道走行への誘導を目的とする。 

・路肩のカラー化による視認性の向上 

・矢印とマークによる自転車走行位置と走行方向の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大通り整備状況 

整備前 整備後 

社会実験実施箇所 
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路肩のカラー化の効果を把握するため，整備前後において自転車等の走行位置の調

査を実施しています。 

調査結果をみると，路肩のカラー化により，歩道を走行する自転車は，減少してい

ます。また，路肩を走行する自動車も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路肩のカラー化により，自転車の走行位置については一定の効果がみられました

が，自転車の走行方向については，右側通行（逆走）が増加し，今後の課題が浮き彫

りになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備前後の自転車走行位置の変化 

整備前後の自動車等の走行位置の変化 

自転車の逆走状況 
整備前後の右側通行(逆走)台数の変化 

（逆走） 
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 ウ 平成 26年度大通り整備 

平成 20 年度の社会実験では，路肩のカラー化により，自転車の車道通行に一定

の効果がありましたが，自転車の通行方向の誘導が課題となりました。 

そこで，大通りにおいて矢羽の形状による自転車走行空間の整備を行い，その効

果を検証しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会実験前から平成 26年度整備後の調査結果をみると，徐々に車道順走の割

合が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大通り整備状況 

社会実験後 平成 26 年度整備後 
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また，逆走の違反率をみると，社会実験・整備ごとに減少しており，その都度効果

が得られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

 エ 盛岡市道路の構造の一般的技術的基準を定める条例の制定 

盛岡市では，道路法第 30条の改正に伴い，盛岡市道路の構造の一般的技術的基

準を定める条例を平成 24年に制定しています。この条例の中で，自転車走行空間

整備計画において検討された自転車走行空間の整備基準を独自基準として設けてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 独自基準のイメージ 

 独自基準の内容 
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    また,令和元年度には道路構造令（昭和 45年政令第 320 号）の改正に伴い, 盛岡

市道路の構造の一般的技術的基準を定める条例を改正し, 車道に自転車通行帯を設

けるとともに，自転車道を設けるべき道路の要件を加えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

条例改正のイメージ 
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オ 放置自転車禁止区域の設置と放置自転車の撤去 

盛岡市は，自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所で自転車および

原動機付自転車の放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認めたものを自

転車等放置禁止区域として指定し, 放置自転車対策に取り組んでいます。  

    

 

 

  

 

                 盛岡市自転車条例（抜粋） 
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             自転車等放置禁止・放置規制区域 

 

 

 

前述の区域内における放置自転車の撤去台数は近年減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  放置禁止・放置規制区域における撤去台数の推移（年間） 
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② 自転車の安全利用・利用促進に関する取り組み 

 ア 自転車利用マナー講話の実施 

    自転車を利用する機会が多い高校生・専門学校生を対象として, 正しい自転車の

交通ルールや利用マナーについて講話を行っています。なお, 平成 29 年度は市内

の高校, 平成 30 年度からは高校・専門学校にアンケートを取り,要望があった学校

について講話を行っています。 

   

 

 

 

 

 

 

〇講話の内容 

 ・自転車事故の事例紹介 

 ・自転車保険の紹介 

 ・自転車の通行ルール・利用マナーについて 

 ・盛岡市の自転車事故データの紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

実施学校数 １校 ２校 ７校 １３校 ９校 ３校

対象生徒数 ※ ※ 約2,900人 約5,500人 約3,200人 約600人

これまでの講演実績 

（令和２年度は新型コロナウイルスの影響で実施回数が減少） 

自転車利用マナー講話の様子 

※は人数を把握していない 
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 イ 自転車の安全利用に関するポスター等の作成 

    自転車利用が多い高校生・学生を対象に, 自転車マナー向上とルールの周知を行

うことを目的としたポスター及びチラシを作成しました。作成に当たっては, 高校

生が警察から自転車事故の状況を聞く機会を設けることやデザインの作成等に直接

携わることで, 自転車の安全利用の啓発効果も狙っています。なお, 作成したポス

ター・チラシは公共施設や学校等に掲示・配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポスターデザイン 

専門学校生による取り組み 

デザインコンペ 

高校生による選考 

掲  示 

自転車利用の多い専門

学校の学生が直接作成

に携ることにより，自転

車の安全利用促進の啓

発効果もねらった。 

自転車利用の多い高校

生が自ら選考し,メッセ

ージを寄せることによ

り，自転車の安全利用の

啓発効果もねらった。 

高等学校及び市内各所

に掲示することで，高校

生及び市民に対し，自転

車マナーとルールを広

くアピールする。 

安全利用に関するポスター 

出典：盛岡市資料 

作成までの流れ 
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ウ 健康増進に関するＰＲ活動 

市職員希望者を対象に, 通勤時等の自転車利用と栄養指導を実施し, 健康面での

メリットを実感してもらうことで，継続的な自転車利用につなげることを目的とし

ています。また, 指導内容や経過，自動車利用と比較した CO2 排出量の削減量を市

民にホームページ等を通じ情報発信することにより，自転車利用促進と健康増進を

ＰＲしました。 

 

実施期間：平成 20年 6月下旬から同年 10 月末日 

 

実施内容：市職員全員を対象に被験者を応募し，実施期間中，自転車で通勤して

もらう。期間中は，定期的に測定を行い，保健師及び栄養士が支援・

指導を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＲ活動のチラシ 

出典：盛岡市資料 
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エ もりおか自転車マップの作成（平成 21年度） 

自転車走行環境の現状を把握するとともに，自転車走行空間が整備されるまでの

間，自転車利用者に現状の走行環境を自転車マップとして情報提供することによ

り，自転車走行の利便性・安全性の向上を図り，自転車利用促進を図りました。ま

た, 本マップは，自転車利用者の視点で作成するため，NPO（盛岡自転車会議）に

委託して作成しました。NPO を活用することにより，この自転車マップが市民レベ

ルで情報発信される効果も狙っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

もりおか自転車マップ（盛岡自転車会議編集） 

出典：盛岡市資料 
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オ レンタサイクル事業の支援 

    民間企業が実施するレンタサイクル事業の支援を行い，通勤時の自転車利用を促

進し，渋滞緩和や CO2削減を図ります。なお, 市はレンタサイクル事業の実施にあ

たり，放置自転車の無償譲与等の支援を行っています。 

当該レンタサイクルの年間利用台数は近年増加傾向にありますが, 令和元年度時

点の一日平均利用台数は, 設置台数の約半分である 9.6 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考Ⅴ：民間事業者で実施しているレンタサイクル事業                

（１） 盛岡市営盛岡駅前自転車駐車場 

〇事業者：株式会社ＦＰホームサービス（盛岡市営盛岡駅前自転車駐車場指定管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＲチラシ 

レンタサイクル利用台数（年間） 

駐輪場位置図 

（国土地理院地図を編集して作成） 

盛岡駅 

盛岡駅前自転車駐輪場入口 

〇利用料金 
・１日１日 200 円 

・回数券（６枚綴） 1,000 円 

〇営業時間‥6:00～20:30 

※12/30 は 17:00 閉場, 12/31～1/3 は休業 

〇レンタサイクル設置台数‥ 20 台 
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（２） IGR いわて銀河鉄道駅 

 

〇事業者：IGR いわて銀河鉄道株式会社   

 

〇利用料金 

 シングル ペア 

１日（１回） ３００円 ５００円 

以降１日毎の追加料金 ＋２００円/日 ＋２００円/日 

乗り捨て料金 １台３００円 ※渋民～好摩間相互に限る 

※最長３日間（２泊３日）まで延長貸出可能。 

 

〇実施駅・貸出時間（令和２年４月１日～12 月６日） 

実施駅 台数 貸出時間 

厨川駅 ３台 ８：００～１７：００ 

滝沢駅 ３台 ８：００～１７：００ 

渋民駅 ５台 ８：００～１７：００ 

好摩駅 ２台 ８：００～１７：００ 

一戸駅 ２台 ８：００～１８：４０ 

二戸駅 ４台 ８：００～１８：４０ 

金田一温泉駅 ３台 ８：００～１７：００ 

※記載した情報は令和２年度実施の内容であるため, 最新の情報は各駅に確認して下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  厨川駅レンタサイクル 



58 
 

（６）現状整理                              

自転車関連の現状及びこれまでの取組みについて整理しました。 

 

 項 目 現 状 

 

 

 

自転車 

利用状況 

 

・ 通勤者の約 75％，通学者の約 90％以上の世帯で所有している。 

・ 自転車分担率を目的別にみると通学時が最も高く, 28％を占めている。 

・ ７～９時の自転車利用数が多く, そのほとんどは通勤通学である。 

・ 通勤通学時間帯に自転車交通量の多いゾーンがある。 

・ 盛岡駅における鉄道降車後の移動手段の割合は, 通学目的では自転車がよく利用

されているが, 通勤目的ではほとんど利用されていない。 

・ レンタサイクル利用台数は近年増加傾向であるが, 一日平均 10台に満たない。 

 

 

自転車 

利用環境 

 

・ 自転車ネットワーク計画における第一段階整備箇所は約 25％が整備済である。 

・ 自転車で快適に移動できると思う人の割合は, 平成 27 年度以降は増加傾向にあ

る。 

・ 市中心部における駐輪の満足度が低い。 

・ 自転車走行空間が整備された区間に「自転車通行可」の標識がある。 

 

 

 

自転車事故 

の状況 

 

・ 過去 10 年間の７～９時に発生した自転車関連事故件数は減少傾向にある。 

・ 事故相手の 90％が自動車であり, 事故発生箇所は交差点が全体の 66％, 単路部で

33％を占める。 

・ 出会い頭の事故が最も多く, 次いで左折時, 右折時が多い。 

 

 

自転車利用

のマナー 

 

・ 近年は走行空間整備区間における車道順走の割合は増加し, 歩道走行, 逆走は減

少傾向にある。 

・ 徒歩で快適に移動できると思う人の割合は近年微増傾向にある。 

・ 放置自転車台数は年々減少し, 令和２年はピーク時の２割程度まで減少している

が, 未だに台数は多い。 

 

 

自転車関連

の取り組み 

 

・ 交通安全教室, 自転車利用マナー講話等の安全教育を実施している。 

・ もりおか自転車マップを過去に作成している。 

・ 自転車利用促進に関するチラシ等を過去に作成している。 

・ 過去に自転車走行空間整備に関する社会実験を実施している。 

 

 

交通環境 

観光 

環境保全 

 

・ 一人あたりの二酸化炭素排出量を部門別にみると, 運輸部門が占める割合は全国

と比較して高い。 

・ 平日の通勤時及び休日の自動車分担率が高い。 

・ 市内の混雑度は近年減少傾向にあるが, 全国平均と比較すると高い。 

・ 中心市街地における歩行者・自転車通行量は近年減少傾向である。 

・ 年間観光客入込数は近年増加傾向である。 

 

 

  

各項目の現状 
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（７）課題抽出                              

次に, 盛岡市の現状や自転車施策の方針, 自転車活用推進計画の基本的な考え方を踏ま

え, 課題を以下のとおり抽出しました。 

 

課題１：自転車走行空間等の利用環境整備の促進                   

 ○自転車利用者が安全で快適に走行・駐輪できるよう, 自転車走行空間や駐輪場（スペ

ース）の整備を推進していく必要がある。 

 

 課題２：関係機関と連携した効果的な交通安全啓発の実施               

  ○自転車が車両として守るべきルールやマナーについて, 関係機関と連携しながら幅 

広い年代に対して安全啓発活動を実施することで, 自転車・自動車・歩行者それぞ 

れの交通安全意識の醸成を図る必要がある。 

 

 課題３：自転車を利用する動機づけ                          

  ○自転車が身近な交通手段としてくらしの中に定着することを目指し, 自転車の特

性・長所を改めて周知しながら, 自転車を利用するきっかけを生み出すことが求め

られる。 

 

 課題４：多様な自転車利用を推進するための環境づくり                

  ○通勤・観光時の回遊・健康づくり, ツーリング等, 多様な自転車利用を推進するた

め, 関係機関と連携した環境づくりを実施する必要がある。 
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４．計画のビジョン, 基本方針・目標             

（１）計画のビジョン                                             

 自転車活用推進計画の基本的な考え方, 盛岡市の課題, 自転車の特性等を踏まえ, 盛岡

市における自転車活用推進計画のビジョンを以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜自転車の特性＞ 

 自転車の活用を推進していくことに

よって‥ 

〇渋滞緩和につながる 

〇温室効果ガスの排出削減につながる 

〇健康増進につながる 

〇まちの様子に触れる機会が増える 

 

＜盛岡市総合交通計画＞ 

“自家用車は我慢, 歩行者・自転車・公共

交通優先の町を目指して”のキャッチフ

レーズを基に 

「自動車利用者の自転車を思いやる

気持ち」と 

「自転車を優先した施策の施行」 

 

＜自転車活用推進計画＞ 

自転車の活用を推進するためには 

〇安全, 快適な利用環境の実現 

〇自転車利用者の利便性を向上 

〇自転車の利用が国民一人一人の QOL※

の向上につながり, 自転車が魅力的なも

のとなること  が重要 

 

〇盛岡市自転車活用推進計画のビジョン 

自転車が誰でも安全で快適に利用できる交通手段として 

くらしに定着することを目指す。 

＜盛岡市の課題＞ 

 自転車の活用を推進していくためには 

〇利用環境整備の促進 

〇効果的な交通安全啓発 

〇自転車を利用する動機づけ 

〇多様な自転車利用を推進するための 

 環境づくり 等が求められる。 

 

※Quality of life の略。人生の内容の質や社会的にみた生活の質。どれだけ人間らしい生活を送り, 

人生に幸福を見出しているか, ということを尺度として捉える概念。（自転車活用推進計画より引用） 
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（２）基本方針及び目標                                                    

次に, 本計画のビジョンに基づき, 分野ごとの基本方針及び目標を以下のとおり設定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

自転車や歩行者が安全で安心して利用できる自転車走行空間の確

保や駐輪場所の確保など, 自転車が利用しやすい環境の整備を図

る。 

【目標】 

 自転車の活用推進に関する取組みの充実を図ることで, 自転車

が身近な交通手段としてくらしの中に定着することを目指す。 

【目標】 

自転車が車両として守るべきルールの周知やマナー向上を図り, 

自転車・歩行者・自動車が互いに尊重しあう安全で安心な交通環

境を目指す。 
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者

に
と

っ
て

も
自

転
車

が
利

用
し

や
す

い
よ

う
な

情
報

提
供

の
必

要
が

あ
る

。

自
転

車
利

用
促

進
に

関
す

る
広

報
を

過
去

に
作

成
し

て
い

る
。

 近
年

周
知

が
な

さ
れ

て
い

な
い

チ
ラ

シ
等

が
あ

る
ほ

か
, 
効

果
的

な
広

報
啓

発
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

市
内

の
小

学
校

の
通

学
路

に
つ

い
て

関
係

機
関

が
連

携
し

た
安

全
点

検
を

実
施

し
て

い
る

。
自

転
車

利
用

の
多

い
通

勤
・
通

学
ル

ー
ト

の
安

全
点

検
も

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

一
人

あ
た

り
の

二
酸

化
炭

素
排

出
量

は
, 
運

輸
部

門
の

占
め

る
割

合
が

全
国

平
均

と
比

較
し

て
多

い
。

平
日

の
通

勤
時

及
び

休
日

の
自

動
車

分
担

率
が

高
い

。

市
内

の
国

・
県

道
に

お
け

る
混

雑
度

は
全

国
平

均
に

比
べ

高
い

。

年
間

観
光

客
入

込
数

は
近

年
増

加
傾

向
で

あ
る

。

中
心

市
街

地
の

歩
行

者
・
自

転
車

通
行

量
は

近
年

減
少

傾
向

で
る

。

〇
自

転
車

の
安

全
利

用

■
交

通
安

全
教

育
の

実
施

・
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

, 幅
広

い
年

代
に

切
れ

目
　

な
く
交

通
安

全
教

育
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

■
自

転
車

の
ル

ー
ル

・
マ

ナ
ー

に
関

す
る

指
導

啓
発

・
自

転
車

利
用

マ
ナ

ー
や

通
行

ル
ー

ル
の

周
知

を
よ

　
り

一
層

充
実

さ
せ

る
た

め
, 出

前
講

座
や

関
係

機
関

と
　

連
携

し
た

指
導

啓
発

活
動

を
実

施
す

る
。

■
損

害
賠

償
責

任
保

険
等

へ
の

加
入

促
進

・
自

転
車

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

備
え

て
, 損

害
賠

　
責

任
保

険
等

へ
の

加
入

促
進

を
行

う
必

要
が

あ
る

。

■
季

節
・
天

候
に

合
わ

せ
た

適
切

利
用

の
周

知

・
冬

季
期

間
の

適
切

な
自

転
車

利
用

に
つ

い
て

, 周
知

　
す

る
必

要
が

あ
る

。

■
通

勤
・
通

学
ル

ー
ト

を
中

心
と

し
た

安
全

対
策

・
自

転
車

事
故

頻
出

箇
所

や
通

勤
・
通

学
ル

ー
ト

の
　

安
全

点
検

を
実

施
し

, 対
策

を
検

討
す

る
必

要
が

　
あ

る
。

〇
自

転
車

の
活

用
推

進

■
自

転
車

通
勤

の
促

進

・
自

転
車

通
勤

の
促

進
を

図
る

こ
と

で
, 健

康
増

進
や

　
渋

滞
緩

和
, 環

境
負

荷
の

低
減

に
つ

な
げ

る
。

■
自

転
車

活
用

推
進

に
関

す
る

広
報

啓
発

・
自

転
車

を
利

用
す

る
こ

と
に

よ
る

メ
リ

ッ
ト

を
周

知
す

る
　

た
め

, 自
転

車
の

利
用

促
進

に
関

す
る

広
報

啓
発

を
　

行
う

必
要

が
あ

る
。

■
貸

し
自

転
車

事
業

の
充

実

・
レ

ン
タ

サ
イ

ク
ル

, シ
ェ

ア
サ

イ
ク

ル
事

業
の

充
実

を
　

図
り

, 通
勤

や
観

光
時

等
, 様

々
な

機
会

で
自

転
車

　
の

活
用

を
推

進
し

て
い

く
。

■
サ

イ
ク

ル
ツ

ー
リ

ズ
ム

等
の

推
進

・
市

内
の

観
光

名
所

を
経

由
で

き
る

サ
イ

ク
ル

ル
ー

ト
　

を
設

定
し

, 周
知

す
る

。

・
既

存
の

サ
イ

ク
リ

ン
グ

ル
ー

ト
を

P
R

し
, 活

用
を

図
る

。

■
日

常
業

務
で

の
自

転
車

利
用

の
検

討

・
日

常
業

務
中

に
お

け
る

移
動

の
際

に
, 積

極
的

に
　

自
転

車
を

利
用

す
る

よ
う

周
知

し
て

い
く
。

〇
自

転
車

利
用

環
境

の
整

備

■
自

転
車

走
行

空
間

の
整

備

・
自

転
車

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

計
画

に
基

づ
き

, 整
備

優
　

先
度

の
高

い
路

線
か

ら
自

転
車

走
行

空
間

の
　

整
備

を
進

め
て

い
く
。

・
自

転
車

や
歩

行
者

中
心

の
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
　

す
る

た
め

, 中
心

市
街

地
の

空
間

再
配

分
や

,
　

関
連

計
画

と
整

合
を

図
り

な
が

ら
整

備
　

を
行

っ
て

い
く
必

要
が

あ
る

。

■
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
駐

輪
場

の
整

備

・
エ

リ
ア

ご
と

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

駐
輪

場
の

整
備

　
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

■
放

置
自

転
車

対
策

の
推

進

・
放

置
禁

止
区

域
の

周
知

, 放
置

自
転

車
の

撤
去

　
等

を
継

続
し

て
実

施
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

■
「
自

転
車

通
行

可
」
の

規
制

解
除

の
検

討
・
自

転
車

走
行

空
間

の
整

備
区

間
に

設
け

て
い

る
　

「
自

転
車

通
行

可
」
の

標
識

の
必

要
性

に
つ

い
て

,
　

関
係

機
関

と
協

議
し

な
が

ら
検

討
す

る
。

自
転

車
関

連
の

取
り

組
み

交
通

環
境

観
光

環
境

保
全

自
家

用
車

か
ら

自
転

車
へ

の
転

換
を

促
進

す
る

こ
と

で
, 
二

酸
化

炭
素

排
出

量
削

減
及

び
渋

滞
緩

和
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

シ
ェ

ア
サ

イ
ク

ル
・
レ

ン
タ

サ
イ

ク
ル

事
業

の
充

実
,

既
存

の
サ

イ
ク

リ
ン

グ
ロ

ー
ド

の
活

用
を

図
る

こ
と

で
, 
観

光
資

源
に

触
れ

る
機

会
を

創
出

し
,街

の
魅

力
を

市
内

外
に

発
信

す
る

必
要

が
あ

る
。

自
転

車
利

用
状

況

自
転

車
利

用
環

境

交
通

事
故

の
状

況
自

転
車

の
通

行
ル

ー
ル

に
つ

い
て

, 
自

転
車

利
用

者
だ

け
で

は
な

く
, 
 自

動
車

運
転

者
, 
歩

行
者

に
も

理
解

し
て

も
ら

う
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

自
転

車
の

利
用

マ
ナ

ー

自
転

車
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
計

画
に

基
づ

き
自

転
車

走
行

空
間

を
整

備
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

自
転

車
通

勤
の

啓
発

活
動

や
, 
レ

ン
タ

サ
イ

ク
ル

事
業

を
充

実
す

る
こ

と
で

, 
通

勤
時

の
自

転
車

利
用

を
促

進
す

る
必

要
が

あ
る

。

つぎに, 基本方針毎に, 盛岡市の課題に対する施策の方向性を整理しました。 

 

 

 

施策の方向性 
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５．具体施策                            

（１）施策一覧                                                         

 国・県計画及び盛岡市の課題, 施策の方向性を踏まえ, 本計画の具体施策を下の表のと

おり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体施策一覧 

番号 具体施策

1
自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空間の
整備

2 地域のニーズに応じた駐輪場の整備

3 盛岡市自転車条例に基づく放置自転車対策の実施

4
自転車走行空間整備箇所における
「普通自転車歩道通行可」の規制解除の検討

5 幅広い世代への交通安全教育の実施

6 自転車のルール・マナーに関する指導啓発活動

7 損害賠償責任保険等の加入促進

8 季節・天候に合わせた適切な自転車利用の周知

9 通勤・通学ルートを中心とした安全対策

10 自転車通勤の促進

11 自転車活用推進に関する広報啓発

12 貸し自転車事業の充実

13 サイクルツーリズム等の推進

14 日常業務での自転車活用の検討

基本方針

【基本方針１】
自転車が利用しやすい環境整備

【基本方針２】
自転車事故のない

安全で安心な社会の実現

【基本方針３】
自転車がくらしの中に
定着するための取組み
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（２）施策内容                                                         

 

 

 

利用環境の整備は自転車の活用推進に向けた基本であり, 快適な利用環境を

創出することの他に, まちの機能や景観の向上にもつながります。 

このことから, 自転車や歩行者が安全で安心して利用できる環境を創出する

ため, 自転車走行空間の確保や駐輪場所の確保等の環境整備を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇盛岡市自転車ネットワーク計画に基づき, 整備優先度の高い路線から自転車走行空間 

の整備を進めていきます。また, 自転車ネットワーク計画の路線や整備手法の検討に

あたっては, 自転車活用推進計画の方向性を反映するものとします。 

（実施主体：国, 岩手県, 盛岡市） 

基本方針１．自転車が利用しやすい環境整備 
 

盛岡市自転車ネットワーク計画路線 

出典：盛岡市資料 

市内の自転車走行空間 

（盛岡市大通） 

施策１ 自転車ネットワーク計画に基づく自転車走行空間の整備 

盛岡市自転車ネットワーク計画との関連性 
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 自転車利用者の利便性の向上及び公共の場所としての機能確保を図るため, 地域のニ

ーズに応じた駐輪場の整備を検討します。 

 

〇放置自転車が多いエリア等における駐輪場設置の検討 

（実施主体：盛岡市） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇パーキングチケット制駐車帯の廃止による駐輪スペースの確保の検討 

（実施主体：盛岡市, 警察, 地元商店街） 

 

 

 

施策２ 地域のニーズに応じた駐輪場の整備 

盛岡市道上に整備した無料駐輪場（盛岡市大通） 

パーキングチケット制駐車帯 

（盛岡市大通） 
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自転車等放置禁止・放置規制区域 

出典：盛岡市資料 

  

「盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例」 

（平成 20年４月１日施行）に基づき, 放置自転車対策を実施します。 

 

〇放置自転車の撤去 

 （実施主体：盛岡市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ポスター・路面標示等を活用した放置自転車防止に関する啓発 

（実施主体：盛岡市） 

施策３ 盛岡市自転車条例に基づく放置自転車対策の実施 

放置自転車に関する啓発ポスター 

出典：盛岡市資料 

放置自転車防止の路面標示 

（盛岡駅西口） 

放置自転車の撤去作業 
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自転車走行空間整備箇所の規制標識 

（盛岡市〇〇） 

  

 

〇自転車走行空間整備箇所において歩行者と自転車の通行位置を明確に分離するため, 

現地の交通状況等を勘案したうえで, 歩道の「普通自転車歩道通行可」の規制解除に

ついて検討します。 

（実施主体：警察, 道路管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策４ 自転車走行空間整備箇所における 

「普通自転車歩道通行可」の規制解除の検討 

自転車走行空間と規制標識 

（盛岡市高松） 
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自転車が車両として守るべきルールの周知やマナー向上を図り, 自転車・歩

行者・自動車が互いに尊重しあう安全で安心な交通環境を目指します。 

また, 交通安全施策の実施に当たっては, 各々の活動がより効果的なものと

なるよう, 行政・警察・民間団体・自転車販売店等で連携・情報共有を図るとと

もに, 市民と協同で取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針２．自転車事故のない安全で安心な社会の実現 
 

交通安全施策の実施イメージ 
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交通安全講話「落語で交通安全」 

出典：盛岡交通安全協会 HP 

 

交通安全教室の実施状況 

出典：盛岡市資料 

 

  

交通安全意識の向上には, 継続的な安全教育を実施することや, 他の交通手段への思

いやりをもつことが重要です。このため, 関係機関で役割分担し, 幅広い年代に切れ目

なく交通安全教育を実施することで, 自転車・自動車・歩行者それぞれの交通安全意識

の醸成を図ります。 

 

〇幅広い世代を対象とした交通安全教育の実施 

（実施主体：盛岡市, 警察, 盛岡交通安全協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇シミュレーターを活用した運転講習 

（実施主体：警察, 盛岡交通安全協会） 

 

 

施策５ 幅広い世代への交通安全教育の実施 

ドライバーへの運転指導 

出典：盛岡東警察署 HP 

幼児を対象とした自転車運転の 

シミュレーション 

出典：盛岡交通安全協会 HP 

「落語で交通安全」 

出典：盛岡交通安全協会広報誌 
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参考Ⅳ：令和元年度の交通安全教室の実施状況（市・くらしの安全課実施分）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このほか, 市交通政策課では市内の高校・専門学校生を対象とした自転車利用マナー講 

話,警察では小中学生・高校生を対象とした交通安全指導を実施しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

〇講話の内容 

 ・自転車事故の事例紹介 

 ・自転車保険の紹介 

 ・自転車の通行ルール・利用マナーについて 

 ・盛岡市の自転車事故データの紹介 

 

 

 

  

実施主体

対象 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

幼稚園 31 3,907 0 0 3 116 3 127 0 0 37 4,150

保育園 103 7,179 4 150 8 343 8 204 2 76 125 7,952

小学校 0 0 6 526 50 11,665 12 847 2 605 70 13,643

中学校 0 0 16 3,279 3 372 0 0 0 0 19 3,651

高等学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支援学校 0 0 0 0 5 187 1 12 0 0 6 199

児 童 セ ン タ ー
児 童 館
子 供 会

10 589 1 10 3 110 0 0 1 115 15 824

高齢者 14 348 0 0 0 0 0 0 0 0 14 348

その他
(行事等） 3 117 0 0 0 0 0 0 9 1,666 12 1,783

合計 161 12,140 27 3,965 72 12,793 24 1,190 14 2,462 298 32,550

合計

摘要

専門員対応 交通指導員のみ 専門員・指導員 交通公園 その他

高校・専門学区制を対象とした自転車利用マナー講演の実績 

（令和２年度は新型コロナウイルスの影響で実施回数が減少） 

自転車利用マナー講話の様子 

※は人数を把握していない 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

実施学校数 １校 ２校 ７校 １３校 ９校 ３校

対象生徒数 ※ ※ 約2,900人 約5,500人 約3,200人 約600人
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〇街頭での指導啓発活動 

（実施主体：盛岡市, 警察, 盛岡交通安全協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車通行ルールの啓発ポスター 

（市内の学生と連携して作成） 

出典：盛岡東警察署資料 

  

自転車が守るべき通行ルールや利用マナーを学校や一般企等に対して周知・啓発して 

いくことで, 自転車・自動車・歩行者が互いに尊重し合う安全で安心な交通環境を目指

します。 

 

〇自転車の通行ルールや利用マナーに関する啓発活動 

（実施主体：盛岡市, 警察, 学校, 自転車組合） 

 

施策６ 自転車のルール・マナーに関する指導啓発活動 

街頭での指導啓発活動 

（警察, 盛岡交通安全協会, 盛岡市） 

出典：盛岡交通安全協会 HP 

市内の高校・専門学校を対象とした 

自転車利用マナー講話 

出典：盛岡市資料 
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（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車の利用者及び所有者は，自転車の定期的な点検及び整備並びにその利用する自

転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済（以下「自転車保険」と

いう。）への加入に努め，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

 

（自転車の小売を業とする者の責務） 

第８条 自転車の小売を業とする者は，自転車の販売又は修理に当たっては，自転車の利用

者又は所有者に対し，当該自転車の防犯登録の勧奨並びに自転車の定期的な点検及び整備，

自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに自転車の適切な廃棄及び再利用に関する啓

発に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

 

第９条 学校の設置者は，自転車の安全利用及び自転車等の放置防止のため，次に掲げる事

項の実施に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならない。 

 (３) 自転車保険への加入及び自転車の安全利用に関する啓発 

 

  

〇近年, 自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において, 加害者側に高額な賠償 

命令がでていることなどから, 加害者の経済的な負担を軽減するため, 交通安全教室 

や自転車販売時等, 様々な機会を活用して損害賠償保険の加入促進を図ります。 

（実施主体：盛岡市, 警察, 学校, 自転車組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策７ 損害賠償責任保険等の加入促進 

自転車向け保険のパンフレット 

出典：公益財団法人 日本交通管理技術協会 

盛岡市自転車条例（抜粋） 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬季期間の公共交通利用に関する広報啓発 

出典：広報もりおか 

冬季期間の公共交通利用を呼びかける CM 

出典：盛岡市資料 

  

〇冬季期間は路面が凍結し滑りやすくなることや, 除雪作業によって自転車走行空間に 

雪が堆積することから, 自転車の利用は大変危険です。そのため, 冬季期間における 

自転車から公共交通への転換といったように, 季節や天候に合わせた適切な自転車利

用を呼びかけ, 自転車事故の防止に努めます。 

（実施主体：盛岡市, 学校） 

 

施策８ 季節・天候に合わせた適切な自転車利用の周知 
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参考Ⅵ：盛岡市の冬季期間の気象及び事故状況について                 

 

   盛岡市は冬の寒さが厳しく, 12 月～２月の月平均気温（平成 22年度から令和元年度

の 10年間の平均）は０℃以下となっています。また, 市全域が豪雪地帯に指定されて

おり, 11 月中旬から３月下旬頃は積雪により路面状況が悪化します。このことから, 

冬季期間の路面状況に応じて, 適切に自転車からの移動手段の転換を図る必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市の月平均気温・月平均降水量(平成 22年度～令和元年度) 

出典：岩手県自転車活用推進計画を基に作成 

 

盛岡市 

豪雪地帯指定状況 

出典：国土数値情報豪雪地帯データ

積雪時の状況（盛岡市） 
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 合計

事故件数（年間） 65 59 55 47 37 23 38 25 21 18 32 420

冬季事故件数（12月～３月） 6 14 7 2 3 2 6 3 0 4 2 49

冬季事故割合（％） 9.2 23.7 12.7 4.3 8.1 8.7 15.8 12.0 0.0 22.2 6.3 11.7

盛岡市の冬季の事故件数(H21～R1) 

出典：岩手県警察本部交通部提供データを基に作成 

盛岡市の平均最深積雪深(平成 22 年度～令和元年度) 

出典：岩手県自転車活用推進計画を基に作成 
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自転車事故マップ 

出典：盛岡市資料 

通学路の安全点検の実施結果 

出典：盛岡市資料 

  

〇事故分析結果や通勤・通学ルートの安全点検を踏まえ, 関係機関と連携しながら対策 

を検討します。 

（実施主体：盛岡市, 警察, 学校） 

 

施策９ 通勤・通学ルートを中心とした安全対策 
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自転車は, 手軽に利用できる, 環境への負荷がない, 観光との相性が良い,

健康に良い等, 他の交通手段には無い特徴を有しており, 自転車の活用を推

進していくことで, 渋滞緩和, 環境負荷の低減, 観光推進, 健康増進等につ

ながります。また, 自転車利用の際は他人との接触が少ないため, 今般の感

染症対策としての利用も期待できます。 

このことから, 通勤, 観光時の回遊, 健康づくり, サイクリング等多様な

自転車利用を推進するため, 関係機関・民間事業者等と連携しながら, 自転車

を利用する動機づけや, 多様な自転車利用を推進するための環境づくりを実

施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自転車通勤導入に関する手引き 

出典：国土交通省 HP 

基本方針３．自転車がくらしの中に定着するための取組み 

  

〇通勤時の交通手段を自転車に転換することで, 通勤時の渋滞緩和につながるほか, 人

と接触する機会を減らし,感染症の拡大防止につながります。 

そこで, 自転車通勤の導入に対する事業者のニーズ・課題等を整理し, 事業者への

支援について検討するほか, 自転車通勤のメリットについて周知します。 

また, 市職員に対しても, 自転車通勤の促進を図っていきます。 

（実施主体：盛岡市, 民間事業者） 

施策 10 自転車通勤の促進 

職員向けの自転車通勤キャンペーン（再掲） 

出典：盛岡市資料 
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健康増進に関するチラシ 

出典：盛岡市資料 

  

〇自転車利用のメリットをはじめ, サイクルポートの位置, 自転車走行空間の整備状況

等の情報を発信することで, 自転車を利用するきっかけを生み出し, 自転車の活用の

推進を図ります。 

（実施主体：盛岡市, 盛岡自転車会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 11 自転車活用推進に関する広報啓発 

自転車通勤啓発のパンフレット 

出典：宇都宮市 HP 
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駅前地下駐輪場レンタサイクル 

出典：株式会社 FPホームサービス HP

（市営駅前駐輪場指定管理者） 

観光協会レンタサイクル 

写真：公益財団法人 

盛岡観光コンベンション協会 

  

日常的な市民利用や観光時など, 多目的な自転車利用を推進していくため, 民間事

業者と連携しながら事業周知等を実施することで, シェアサイクル・レンタサイクル

の利用促進を図っていきます。 

（実施主体：盛岡市, 盛岡観光コンベンション協会, 民間事業者） 

 

〇レンタサイクル利用促進策の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国の動向を踏まえたシェアサイクル事業者への支援の検討 

 

施策 12 貸し自転車事業の充実 

民間事業者で実施しているシェアサイクル 
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参考Ⅶ：盛岡市内で利用できるシェアサイクル                    

 

   盛岡市内では「HELLO CYCLING」のシェアサイクル(電動アシスト自転車)を利用する

ことができます。 

「HELLO CYCLING」のシェアサイクル(電動アシスト自転車)は 24 時間利用可能であ

り「HELLO CYCLING」のロゴが掲示された指定のサイクルポートであればどこでも返却

することが可能です。 

サイクルポートは, 令和２年 12月末時点で盛岡市内に４か所設置されており, ウェ

ブサイトから近くのサイクルポートを探して予約ができます。また, クレジットカー

ド等の ICカードを登録すると, 次回から予約なしで利用することも可能です。 

〇利用料金 100 円/15 分 ・ 1,500 円/12 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡駅前地下駐輪場 盛岡市役所駐輪場 

出典：岩手県自転車活

用推進計画を基に作成 

株式会社寿広本社ビル 

サイクルポート 

もりおか町家物語館 

(国土地理院を使用) 
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盛岡矢巾自転車道 

  

 盛岡市内及び盛岡広域圏は, 豊かな自然環境や歴史的な街並み等の地域資源を有し

ており, 関係団体や周辺地域と連携したサイクルツーリズム※やポタリング※の推進を

図ることで, 自転車を通じた観光来訪の促進や地域の活性化を目指します。 

※サイクルツーリズム‥自転車を活用した観光のこと。 

※ポタリング‥目的地を特に定めず気分や体調に合わせて自転車で走ること。 

 

〇地域資源を活かしたサイクルルートの設定・周知 

（実施主体：盛岡市, 盛岡観光コンベンション協会, 盛岡自転車会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇既存のサイクリングルートの活用・PR 

（実施主体：岩手県, 盛岡市, 盛岡観光コンベンション協会） 

 

施策 13 地域資源を活かしたサイクルツーリズム等の推進 

2017 年版「宇都宮自転車マップ」 

出典：宇都宮市ホームページ 
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参考Ⅷ：盛岡矢巾自転車道                             

 

〇路線名：一般県道盛岡矢巾自転車道線   〇延長：29.9km   

〇市町村：盛岡市, 雫石町, 滝沢市, 矢巾町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡駅 

御所湖 

国土地理院地図を編集して作成 

始点 
全 29.9km 

起点 繋ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ跡 諸葛川に架かるみつや橋 太田橋 ― 明治橋間 

南大橋 ― 盛岡赤十字病院間 都南大橋 ― 徳田橋間 徳田橋の自転車専用橋 

終点 
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盛岡市庁舎配備の公用自転車(再掲) 

  

 自転車は他の交通手段にはない機動性を有しており, 日常業務中の移動手段として

積極的に自転車を活用することで, 移動時間の短縮による業務の効率化が期待できるほ

か, 災害時においては迅速な対応が期待できます。このことから, 関係機関と連携しな

がら, 業務の中での自転車の活用を検討し, 周知に努めます。 

（実施主体：行政機関） 

 

施策 14 日常業務での自転車活用の検討 
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６．評価指標及び進捗管理                

（１）評価指標                                                

 施策の実施によって得られる成果を評価するため,以下のとおり評価指標を設定します。 

まず, 利用環境の整備, 通行ルール・マナー向上に関する啓発活動の成果を確認するた

め,「自転車の通行ルール・マナー（車道順走※）を守っている人の割合」を評価指標としま

す。 （※車道順走：左側通行のこと。） 

次に, 盛岡市自転車ネットワーク計画では, 通勤通学時における利用者数を路線選定基

準の一つとしていることから, 「通勤通学時間帯（７～９時）における自転車関連人身事故

件数」を指標とします。また, 上位計画である盛岡総合交通計画との整合を図り, 「自転車

の移動快適度」を評価指標とするとともに, 歩行者の良好な移動環境の創出に向け「放置自

転車の台数」, 自動車から自転車への利用転換を目指し, 「通勤に自転車を利用する割合」

を評価指標とします。 

 自転車の活用推進分野に関しては,通勤・観光時等の利用が期待できる「貸し自転車の利

用台数」, 防犯登録状況や市内に流通している自転車台数を示す「市内の防犯登録台数」, 

自転車を活用した観光推進, 健康増進に資する「サイクルルートの設定数」を評価指標とし

ます。 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗管理                                               

  計画の推進にあたっては, 目標とする成果が得られたか評価することが重要であること

から, 各施策や評価指標の進捗状況を毎年度確認し, 必要に応じて計画の見直しを行うこ

ととします。 

評価指標 現状値
目標値

（R7）
使用データ

基本方針１

（環境整備）

基本方針２

（安全利用）

基本方針３

（活用推進）

自転車の通行ルール・マ

ナー（車道順走）を守っ

ている人の割合

80%
（R2）

90% 走行状況調査結果 〇 〇

通勤通学時間帯（７～９

時）における自転車関連

人身事故件数

32件
（R1）

13件 県警データ 〇 〇

自転車で快適に移動でき

ると思う人の割合

35%
（R1）

42.0%
まちづくり評価

アンケート結果
〇 〇

放置自転車の台数
1,271台
（R2）

1,100台 台数調査結果 〇

通勤に自転車を利用する

割合

7.5%
（R1）

14.0%
まちづくり評価

アンケート結果
〇 〇

貸し自転車利用台数
3,738台

（R1）
5,600台 利用実績 〇

市内の防犯登録台数
14,269台

（R1）
16,000台 県警データ 〇

サイクルルートの設定数
0路線

（R2）
3路線 設定数 〇
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各施策の実施スケジュール 
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７．参考資料                     

（１）自転車走行空間検討会の概要                                                    

  平成21年度に盛岡市が設置している総合交通施策懇話会の下部的な組織として位置付

けられ, 自転車の安全な走行のために必要な自転車走行空間について, 具体的な整備手

法を検討するために設置したもの。 

 

検討会委員（令和３年３月現在） 

 

 

 

 

 

 

氏  名 所     属 備  考 

宇佐美 誠史 岩手県立大学総合政策学部准教授 委員長 

安部 一夫 岩手県自転車二輪車商業協同組合理事長  

寺山 雄大 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所調査第二課長  

山下 正徳 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所交通対策課長  

照井 巧 岩手県県土整備部道路環境課総括課長  

八重樫 学 岩手県県土整備部都市計画課総括課長  

高瀬 文明 盛岡広域振興局土木部道路河川室長  

佐藤 普 岩手県警察本部交通部交通規制課長  

小松 幹也 岩手県盛岡東警察署交通官兼交通第一課長  

西村 精一 岩手県盛岡西警察署交通課長  

斎藤 純 盛岡自転車会議代表  

佐々木 憲親 盛岡交通安全協会事務局長  

藤澤 徹 盛岡観光コンベンション協会観光振興グループ室長  

曽根田 雅彦 盛岡市交流推進部観光課長  

及川 隆 盛岡市商工労働部経済企画課長  

紀 修 盛岡市教育委員会学校教育課長  

高橋 智巳 盛岡市市民部くらしの安全課長  

吉田 大輔 盛岡市建設部道路管理課長  

大坪 康宏 盛岡市建設部道路建設課長  

清水 治 盛岡市建設部交通政策課長  
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 自転車走行空間検討会での計画検討の経緯 

開催年月日 検討内容 

 

令和２年２月 18日 

【令和元年度第１回】 

・自転車活用推進計画検討の趣旨 

・盛岡市における計画の位置づけ 

・自転車関連の現状・課題 

・基本方針の検討 

令和２年８月５日 

【令和２年度第１回】 

・基本方針の検討 

・具体施策の検討 

令和２年 12 月４日 

【令和２年度第２回】 

・具体施策の検討 

・評価指標の検討 

令和３年２月１日 

【令和２年度第３回】 

・計画案の内容の検討 

令和３年２月 16日 

【令和２年度第４回】 

・計画案の確認 
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（２）盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関す 

   る条例（盛岡市自転車条例）                                        

○盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例 

平成19年12月25日条例第73号 

改正 

平成22年３月26日条例第12号 

盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は，市民，関係機関及び市が一体となって，自転車の安全利用及び

利用促進に取り組むことにより，自転車の利便性を向上させ，並びに自転車等の放

置を防止することにより，公共の場所としての機能を確保し，及び街の美観を維持

し，もって環境への負荷の低減に資するとともに，市民の安全で快適な生活環境を

創出することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に規定

する自転車をいう。 

(２) 自転車等 自転車及び道路交通法第２条第１項第10号に規定する原動機付自

転車をいう。 

(３) 放置 自転車等駐車場以外の公共の場所において，自転車等の利用者が自転

車等を離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。 

(４) 公共の場所 道路，公園，駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。 

(５) 自転車等駐車場 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的

推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第２条第３号に規定する自転車等駐車

場をいう。 

(６) 学校 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校及び同法第
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124条に規定する専修学校をいう。 

（市長の責務） 

第３条 市長は，関係機関，市民団体その他自転車の安全利用又は利用を促進する団

体との協働の下に，次に掲げる自転車の安全利用及び利用促進に関する施策並びに

自転車等の放置防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。 

(１) 道路の新設，拡幅又は改良の事業を施行する際には，十分な自転車の走行路

を確保すること。 

(２) 公共の場所における自転車等駐車場を確保すること。 

(３) 国及び県に対して，自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防

止を推進する施策への協力を要請すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか，自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等

の放置防止に資する施策を実施すること。 

（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車の利用者及び所有者は，自転車の定期的な点検及び整備並びにその利

用する自転車に関する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済

（以下「自転車保険」という。）への加入に努め，市長が実施する施策に協力しな

ければならない。 

２ 自転車の利用者は，歩行者への安全に配慮して自転車を利用しなければならな

い。 

３ 自転車の利用者が児童，生徒，学生又は幼児である場合においては，その保護者

は，当該児童，生徒，学生又は幼児が自転車を安全に利用するように指導を行わな

ければならない。 

４ 自転車の利用者及び所有者は，不要になった自転車の適切な廃棄又は再利用に努

めなければならない。 

５ 自転車等の利用者及び所有者は，自転車等の放置防止に努めなければならない。 

６ 自転車等の利用者及び所有者は，確実に施錠するなど自転車等の盗難防止に努め

なければならない。 
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７ 自転車等の利用者は，冬期間及び雨天時においては，特にその安全な利用に配慮

するものとし，必要に応じ，公共交通機関を利用するよう努めなければならない。 

（鉄道事業者等の責務） 

第５条 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第７条第１項に規定する鉄道事業者及び

道路運送法（昭和26年法律第183号）第12条第２項に規定する一般乗合旅客自動車運

送事業者は，市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは，その用地を提供す

る等市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（施設の設置者の責務） 

第６条 官公署，図書館その他の公益的施設の設置者及び百貨店，事務所，スーパー

マーケット，銀行，遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の

設置者は，当該施設の利用者，職員及び従業員のため，必要な自転車等駐車場を当

該施設若しくは敷地内又はその周辺の最適な場所に設置し，及び駐車している自転

車等を適切に管理するように努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなけれ

ばならない。 

２ 官公署，図書館その他の公益的施設の設置者は，職員に対し，自転車の定期的な

点検及び整備，自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに不要になった自転車

の適切な廃棄及び再利用に関する啓発に努めなければならない。 

（事業主の責務） 

第７条 事業主は，従業員に対し，自転車の定期的な点検及び整備，自転車保険への

加入，自転車の安全利用並びに不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用に関す

る啓発に努めなければならない。 

（自転車の小売を業とする者の責務） 

第８条 自転車の小売を業とする者は，自転車の販売又は修理に当たっては，自転車

の利用者又は所有者に対し，当該自転車の防犯登録の勧奨並びに自転車の定期的な

点検及び整備，自転車保険への加入，自転車の安全利用並びに自転車の適切な廃棄

及び再利用に関する啓発に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければ

ならない。 
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（学校の設置者の責務） 

第９条 学校の設置者は，自転車の安全利用及び自転車等の放置防止のため，次に掲

げる事項の実施に努めるとともに，市長が実施する施策に協力しなければならな

い。 

(１) 自転車等駐車場の当該施設又はその周辺への設置及び駐車している自転車等

の適切な管理 

(２) 自転車の定期的な点検及び整備に関する啓発 

(３) 自転車保険への加入及び自転車の安全利用に関する啓発 

(４) 不要になった自転車の適切な廃棄及び再利用 

（放置禁止区域及び放置規制区域の指定） 

第10条 市長は，自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所で自転車等の

放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認めたものを自転車等放置禁止区

域（以下「放置禁止区域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は，放置禁止区域の周辺の地域内の公共の場所で当該放置禁止区域の指定に

より自転車等の放置が増大し，良好な生活環境が阻害されると認めたものを自転車

等放置規制区域（以下「放置規制区域」という。）として指定することができる。 

３ 市長は，前２項の規定に基づき放置禁止区域又は放置規制区域（以下「放置禁止

区域等」という。）を指定したときは，これらを告示するものとする。当該指定を

変更し，又は解除したときも，同様とする。 

（自転車等の放置の禁止） 

第11条 自転車等の利用者は，放置禁止区域等内に自転車等の放置をしてはならな

い。 

（自転車等の放置に対する措置） 

第12条 市長は，放置禁止区域等内に自転車等の放置がされているときは，当該自転

車等の利用者又は所有者に対し，当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所

に移動するよう命ずることができる。 

２ 市長は，放置禁止区域内に自転車等の放置がされているときは，当該自転車等を
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撤去し，保管することができる。 

３ 市長は，放置規制区域内において，自転車等の利用者又は所有者が第１項の規定

による命令に従わず，規則で定める期間を経過してもなお自転車等の放置をしてい

るときは，当該自転車等を撤去し，保管することができる。 

第13条 市長は，放置禁止区域等以外の公共の場所において，自転車等の放置により

良好な生活環境が著しく阻害されていると認めたときは，当該自転車等の利用者又

は所有者に対し，当該自転車等を適切な場所に移動するよう指導することができ

る。 

２ 市長は，自転車等の利用者又は所有者が前項の規定による指導に従わず，規則で

定める期間を経過してもなお自転車等の放置をしているときは，当該自転車等を撤

去し，保管することができる。 

（撤去した自転車等の保管） 

第14条 市長は，第12条第２項及び第３項並びに前条第２項の規定に基づき自転車等

を撤去したときは，その旨を告示するとともに，当該自転車等を撤去した日の翌日

から起算して３月以上保管しなければならない。 

（保管した自転車等の売却及び処分） 

第15条 市長は，前条の規定により自転車等を保管してもなお当該自転車等を返還す

ることができないときは，当該自転車等を売却し，その売却して得た代金（以下

「売却代金」という。）を保管することができる。この場合において，市長は，当

該自転車等につき，買受人がないとき又は形状その他の要素を勘案して売却するこ

とができないと認めたときは，当該自転車等の廃棄等の処分をすることができる。 

（保管した自転車等の返還） 

第16条 市長は，第14条の規定により告示した日から起算して６月以内に同条の規定

により保管した自転車等の所有者が判明したときは，当該保管した自転車等（当該

保管した自転車等を売却した場合にあっては，売却代金）を返還しなければならな

い。 

（費用の徴収） 
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第17条 市長は，第12条第２項及び第３項並びに第13条第２項の規定に基づき自転車

等を撤去し，保管したときは，当該自転車等の撤去及び保管に要した費用として，

別表に定める手数料を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただ

し，市長が特別な理由があると認めたときは，この限りでない。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

１ この条例は，平成20年４月１日から施行する。 

２ 盛岡市自転車等放置防止条例（平成６年条例第45号）は，廃止する。 

３ この条例の施行前に，盛岡市自転車等放置防止条例の規定に基づきなされた手

続，処分その他の行為は，この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。 

附 則（平成22年条例第12号） 

１ この条例は，平成22年９月１日から施行する。 

２ 改正後の盛岡市自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止に関す

る条例の規定は，この条例の施行の日以後に撤去される自転車等に係る手数料につ

いて適用し，同日前に撤去された自転車等に係る手数料については，なお従前の例

による。 

別表（第17条関係） 

  

自転車等の区分 返還を受ける日 金額 

自転車（１台につき） 撤去した日から起算して６日目まで 1,500円

撤去した日から起算して７日目以降 2,500円

原動機付自転車（１台につき） 撤去した日から起算して６日目まで 2,500円

撤去した日から起算して７日目以降 3,500円
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